
最終更新日 ： 5月25日

　※申請書類は各団体のホームページよりダウンロードしてください。詳細に「窓口相談」と記載がある団体の申請書類のみ窓口にてお渡しいたします。

　※下記の地方公共団体以外にも、返還支援を行っている団体がございます。詳しくは、日本学生支援機構HPよりご確認ください。→ 日本学生支援機構HP

　※【直接応募】…直接奨学金団体へご提出ください。　【学内応募】…学生支援センター窓口にご提出ください。

制度名 応募対象 金額 詳細 期日

北杜市奨学金返還支援事業助成金
北杜市内に定住し、かつ、就業している方又は
求職者等

・市内に就業している方
助成率10分の10 年額30万円を上限

・市外に就業している方又は求職者等
助成率2分の1 年額10万円を上限

HP
助成金の交付を受けようとする年度の

3月31日まで

東京都
公立学校教員等奨学金返還支援事業

東京都内の公立の幼稚園から
高校等に採用された正規の教員

大学等の在学時に貸与を受けた奨学金額のうち、
申請時点の返還残額の2分の1の額（最大150万
円）

HP ―

千葉県
児童福祉専門職奨学金返還支援事業

令和8年度から令和12年度までに
採用された児童福祉専門職

申請時点の返還総額の2分の1の額
（上限150万円） HP ―

紀の川市奨学金返還支援事業助成金 紀の川市内に定住し、就業している者 年間上限12万円／累計上限60万円 HP 毎年4月1日～翌年1月10日

【返還支援】地方公共団体・民間育英団体の奨学金 ＜対応窓口＞
学生支援センター（KPC1）[Ａ号館１階２番窓口]
学生支援センター（KAC）　[1号館2階3番窓口]

https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/23041.html
https://www.tepro.or.jp/scholarship_repayment/index.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/cj-jinji/press/2025/shougakukinshien.html
https://www.city.kinokawa.lg.jp/006/syougakukinhenkan-shien.html

